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（ 開会時刻 １０時００分 ） 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  朝の挨拶をします。おはようございます。 

  これから輝くふるさと常任委員会を開会しま

す。 

  ただいまの出席委員は９名です。定足数に達し

ていますので、会議は成立しました。 

  本日の審査日程は、あらかじめお手元に配布し

ているとおりです。 

  これから本日の審査日程に入ります。 

  日程第１、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録署名委員は、委員長から、柴田勇雄

委員及び高宮一明委員を指名します。 

  次に、議案審査を行います。質疑、答弁とも簡

潔、明快にお願いします。また、質疑する委員は、

質疑する箇所のページを示し、一問一答方式で質

疑願います。 

  初めに、日程第２、議案第 39号、令和６年度葛

巻町一般会計補正予算（第４号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  ８ページの２款の森林環境譲与税が今年から

徴収されたわけですが、全員がこれに応じていた

だいたのだかどうだか、そこを確認したいなと思

っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  ただいまの質問にお答えしたいと思います。森

林環境譲与税ですが、こちらのほうは住民税の均

等割、こちらのほうに 1,000円プラスして、県の

ほうを経由して国に納めるというもので、住民税

の均等割の課税者が当初課税段階で大体 2,400人

ぐらいおりますので、対象は 2,400人で 240万円

ぐらいになるかと思っております。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  これは、聞いていいかなと思っていますけれど

も、これは町に森林環境譲与税の部分について、

前に歳入が入っているわけですが、今回はこれぐ

らいですが、全体で今までにどれぐらいになって

いるのかお知らせいただければありがたいなと

思っておりますが。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 大久保栄作君 ） 

  ただいまのご質問にお答えいたします。これま
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での森林環境譲与税の譲与額の総額というご質

問かと思いますが、制度が始まった元年度からこ

れまでの譲与税の合計額ということで、２億

6,781 万 6,000 円、今回までの譲与額ということ

での合計額となっているところでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  これを町単独でこういう事業を、森林組合通し

ながら事業をされているわけですが、これは全部

なら全部使えるということではなくて、やっぱり

森林のほうにかなり利用されているわけでござ

いますが、今現在時点でどのような事業をされて

いるのかお聞かせいただきたいなと思っており

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 大久保栄作君 ） 

  お答えいたします。現在の事業、基金を活用し

た事業の内容ということで、森林環境譲与税の使

途につきましては、間伐等の森林整備に関する施

策ですとか、人材育成あるいは担い手の確保、木

材利用の促進や普及啓発の森林整備の促進に関

する施策に充てることとされているものでござ

います。 

  こうしたことから、町としてはこの制度の趣旨

を捉えまして、今後の森林整備に向けた森林所有

者への経営意向調査ですとか、森林現況調査、あ

と間伐材や再造林、作業道補修などの森林整備事

業ですとか、林業就業者の確保、育成対策、あと

トリプルまきフェスタなどによる普及啓発です

とか、森林公園等の修繕事業といった事業をこれ

まで実施してきたところでございます。よろしく

お願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  よく分かりましたけれども、毎年毎年作業員が

年を取っていっているので、事業もかなり限られ

てくると思いますので、やはりそういう作業員の

方々がいるうちに整備を、森林組合と山林の整備

をしていただくように頑張っていただければな

と思っております。 

  まず終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  ほかに質疑の方。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ９ページをお願いいたしたいと思います。９ペ

ージの不動産売払収入でございますが、立木及び
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素材の売払い収入ということで 920万円ほどの収

入を見込んでいるものでございますが、上外川の

町有林というふうなお話をお聞きしましたけれ

ども、何か今回のこの売払い収入は財源対策が必

要での売却になっているのかどうか。それからま

た、町有林の今後のこういったような売払いは随

時やっていくのか、それともまとめた売払いとい

うような形で持っていくのか、そういったような

中身についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 大久保栄作君 ） 

  お答えいたします。今回の立木の売払い収入の

中身でございますが、上外川国有林の分収林の伐

採による売却収入でございまして、分収造林契約

に基づきまして、売却代金の７割が町の収入とな

るものでございます。国有林ということで、分収

割合については、分収造林制度において国が３

割、造林者、町が７割となっているものでござい

ますが、この契約に基づいて今回森林管理署のほ

うで入札して落札し、販売するといったことで、

今回の分収造林については昭和 44 年に契約した

ものとなっているものでございます。 

  今後につきましても、国有林の関係につきまし

ては順次このような形で入札等をされて、町のほ

うに入ってくるといった流れになると捉えてい

るところでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、国有林の分収林というふうなこ

とで、それについては分かりました。今後も、じ

ゃこのような形で国のほうでの売却、あるいは町

のほうが優先的に売却、どちらからでもそういう

ふうに売却があったような場合には、分収林の

７：３の収入の分配して、予算に計上していくと

いうふうな中身になるものでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 大久保栄作君 ） 

  お答えいたします。現在令和 17 年度分まで分

収造林契約というものがございますので、順次国

のほう、営林署のほうで入札をかけて、落札にな

りましたら７割が町のほうに入ってくるという

ようなことで考えているものでございます。よろ

しくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 
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  ただいまの件については分かりました。 

  次に、11ページお願いいたしたいと思います。

11 ページの一般管理費の庁舎の管理費でござい

ますが、新庁舎になりまして、それなりの維持管

理費がかかっているかと思っておりますが、当初

予算で予算計上したものから、その後非常に物価

高騰等により維持管理費が高騰しているかと思

っておりますが、それで今回も電気料が 600万円

ほどの追加で補正、増というふうな形になってお

りますが、維持管理費に係るこういったような費

用、当初予算と大きく補正しなければならない事

業費の中身はどういったようなものがあるのか、

お知らせをいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  電気料についてのお尋ねについてお答えを申

し上げます。令和４年度から供用が開始されてお

りまして、５年度分の電気料が大体 2,200万ぐら

いになっているところでございまして、それに合

わせて６年度の当初予算を措置したところでご

ざいましたけども、電力料の値上がり等がありま

して、購入価格が 1.2倍から 1.5倍ということで

推移しておりまして、今の状況で続きますと、こ

こにあります大体 600万ぐらいが不足するだろう

というところで補正予算をお願いしたところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、新庁舎に係る分だけでなくて、

ほかの施設についてもそういったような補正が

必要になってくる状況にあるでしょうか、お伺い

をいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  総務課長。 

 

総務課長（ 松浦利明君 ） 

  電気料につきましては、東北電力全体で値上が

りしていることでございますので、庁舎だけとい

うことにはならないかと思いますけども、庁舎の

電気料が大きいものですから不足するというこ

とで、残りの施設につきましては予算の範囲内で

間に合えば間に合う、あるいは３月に補正が必要

なのか、今後の推移を見守りながら調整してまい

りたいというように思っているところでござい

ます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  ほかに質疑の方。姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  先ほどもお話がありましたけれども、９ページ
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の 16 款の財産収入のことでございます。先ほど

もありましたけれども、この中で７：３というの

はすごくいい事業だったなと思っております。そ

れと、あと何回か売っているはずですが、あと残

された面積はどれぐらいあるのか、もしよかった

ら教えてもらえればなと思っております。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 大久保栄作君 ） 

  お答えいたします。残っている分ということ、

あとどのくらいかということでございますが、伐

採が予定されている契約面積ということで 307ヘ

クタールほどあるものと捉えているところでご

ざいます。よろしくお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  姉帯委員。 

 

姉帯春治委員 

  この前、お盆前でしたが、ここへ行って見てき

ましたけれども、今前に切った部分については造

林はされていますが、全く町としては借りていな

いということでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  農林環境エネルギー課長。 

 

農林環境エネルギー課長（ 大久保栄作君 ） 

  お答えいたします。町のほうに対して、管理者

のほうからどうですかといったような情報等も

ございませんので、国がそのまま管理していくも

のと捉えているところです。よろしくお願いしま

す。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  ほかに質疑の方、ありませんでしょうか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 39 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 39号、令和６年

度葛巻町一般会計補正予算（第４号）は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 39号、

令和６年度葛巻町一般会計補正予算（第４号）は、

原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第３、議案第 40号、令和６年度葛巻

町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第１

号）を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 40 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 40号、令和６年

度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会計補正予

算（第１号）は、原案のとおり決定することに賛

成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 40号、

令和６年度葛巻町国民健康保険事業勘定特別会

計補正予算（第１号）は、原案のとおり可決され

ました。 

  次に、日程第４、議案第 41号、葛巻町町税条例

の一部を改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  今回の町税条例の一部改正については、国民健

康保険税の第１弾の改正なのかなと捉えており

ますが、これまでこの提案に当たっては、国保運

営協議会の皆さん方、非常にたくさん回数を重ね

てこの税率改正に至ったと、このように考えてお

りまして、国保委員の皆様方には大変敬意を表す

るところでございます。 

  今回この税率改正は、賦課総額の引上げのみが

主な改正点というふうなことで、全部終わったわ

けじゃなくて、これからまた県等の指導による第

３期の国保の運営の在り方等の運営方針等に基

づいて改正がなされていくわけでございますが、

見通しとすれば令和 11 年度までにこの大きな均

等割、賦課方式が 50：50応益割とか、応能割 50％

ずつにする、これが大きな一つの改正点になって

いくというふうな形になると思いますが、今回だ

けの税率改正は令和７年度を見通しただけの税

率改正というふうな捉え方でよろしいでしょう

か。根本的なものはまだ手つかずのような感じが

いたしておりますが、あと何回か令和 11 年に向

けては税率改正とか、そういったようなものを、

税率改正をやらなきゃならないというふうな方

向というふうな捉え方でよろしいでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  ただいまの質問にお答えしたいと思います。令

和７年度の税率改正のほうは、賦課総額の引上げ

ということで今回提案させていただきましたけ

れども、今後県の第３期の運営方針中まで、11年

度までですが、こちらまでに賦課方式を３方式に

移行していく必要があります。 

  ３方式につきましては、資産割を廃止して、あ

と所得割、均等割、平等割の３つで国保税を算出
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していくというものですけども、その標準的な賦

課割合におきましても所得割が 50、均等割が

35％、平等は 15％となっていきますので、この３

方式に移行するに当たりましても、今後も賦課割

合の見直しが必要となるものでございます。令和

11年度に一気にこの３方式にしていくと、負担が

大きくなるものですから、間の大体令和９年頃で

すか、その間に中間を見通して調整割合をしてい

く必要があるかなと思っております。 

  また、現在国においても議論を進めております

子ども・子育て支援金の創設、こちらが令和８年

度から保険税に上乗せして、支援金の徴収が始ま

ることともされておりますので、こちらのほうは

まだ制度の詳細については詳しく示されており

ませんが、８年度の国保税についても改正が必要

となるものと思っております。 

  町としても段階的に進めていくということで、

これからも何回か、８年度は子ども・子育て支援

制度に基づく改正、あと９年度、あと 11年度は県

の運営方針に基づく改正ということで、何回かの

改正を考えられるということで予定しておりま

す。ご理解のほど賜りたいと存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、これからも令和 11 年度に向け

たいろいろな税率改正があり得るというふうな

お話が、そういうふうな理解でよろしいですね。

そうしますと、これは今回の改正については、令

和７年度分というふうな捉え方でよろしいのか、

確認をさせていただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  委員おっしゃるとおり、今回の改正は令和７年

度分の改正ということで捉えていただきたいと

存じます。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、先ほどの答弁の中に出てきまし

た、今国のほうで進めております子ども・子育て

支援法に基づく支援についても、国保の中でいろ

いろと税金、あるいは保険料的な考え方で、令和

８年から入ってくるというふうなことになりま

すでしょうか。まず、それを確認させていただき

たいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 
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  お答えしたいと思います。令和８年度から創設

される予定の子ども・子育て支援金の関係です

が、こちらの制度改正のほうについては、まだ詳

細が詳しく示されておりません。県のほうでも条

例改正等があることから、国のほうへ早く示すよ

うを要望しているとは聞いております。こちらも

これまでの医療分、あと後期高齢者支援分、あと

介護分に加えて、子ども・子育て支援金分が新た

に国保税の中で創設されていくものと思ってお

ります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  そうしますと、どちらかといいますとそういう

ふうな性格から見れば、税金というよりは保険料

的な色彩が私は強いような感じがしております

が、あまりこだわる必要はないかと思っておりま

すが、子育て支援金等のものが国保の中で徴収さ

れるというふうな形になりますと、そういうふう

な言い分にもなるのではないのかなというよう

にも思っているところでございます。 

  この中で特に改正しなければならないのは、現

在応能割で 55％になっています。それから、応益

割で 45％に現行なっているようでございますが、

これを 50：50にしますと、応能を５％下げる、そ

して応益割を５％上げなきゃならないわけです、

最終的に。 

  それで、令和 11年度に向けた改正で、均等割、

平等割を引上げしなきゃならないし、応能割で、

資産割をなくして所得割だけにしなきゃならな

いわけでございますので、この辺のところが非常

に税の在り方とすれば難しい、理解し難いような

いろいろ面倒な計算方式になってくるわけで、こ

れにさらに令和８年度から子育て支援金のもの

が入ってくるというふうなことになりますと、本

当にますます分からなくなるような感じがして

いる一人でございます。特に上がっていく均等

割、平等割には、減額制度があります、７割減、

５割減、２割減という。 

  そうしますと、現在均等割、平等割上がってい

くわけなんですが、低所得者層の多い当町、６割

と前の資料には書いておられますけども、非常に

多いわけですが、これが上がっていきますと、低

所得者階層の皆さん方の、そういったような応益

割で少し上がって、さらに所得の低い方が７割、

５割、２割の減額制度があるというふうな形にな

ってくるわけですが、どういったような方々が７

割、５割、２割減に該当してくるのか。一応例示

的なものが示されなければ、ただ７割、５割、２

割減額するだけでは、非常に分かりづらい面がご

ざいますので、家庭を対象にしますと、収入が幾

らの場合には７割の減額対象になるとか、そうい

うふうな計算ができて、モデル的な計算方式があ

りましたらお示しをいただければ、大体の目安で

減額制度を分かりやすく理解できるのかなと思

っておりますが、いかがでしょうか。 
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輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  それでは、ただいまの質問にお答えしたいと思

います。７割、５割、２割軽減の世帯の事例なん

ですけれども、例えば夫婦２人と子供１人という

世帯があったとします。そうすると、こちらの標

準世帯の所得基準というものがありまして、大体

７割軽減の場合の世帯の所得基準が 43 万円以下

ということになっております。５割軽減世帯は、

43万円に国保加入者１人当たり 29万 5,000円を

掛けたものがプラスになります。２割軽減は、さ

らに 43 万円に国保加入者の人数掛ける 54 万

5,000 円、こちらのほうがプラスになるものでご

ざいます。 

  もし世帯に給与所得者が２人以上いれば、２人

目から 10 万円の加算があるという計算式等があ

りますけれども、例えば先ほど言った夫婦２人と

子供１人、３人世帯の場合、こちらのほうで換算

していきますと７割軽減の所得基準が 43 万円以

下、これを収入に換算しますと、給与所得控除 55

万円を加えた大体 98 万円以下の収入がある方が

対象となる見込みです。 

  次に、５割軽減の所得基準は、29万 5,000円に

３人分足しますので、135 万 5,000 円が所得基準

になります。こちらですが、給与所得控除等の早

見表から見まして、給与収入が大体 199 万 6,000

円以下で対象となるような感じになります。 

  同様に、２割軽減の所得基準額を見ますと、54

万 5,000円に３人分掛けて 43万円足しますので、

基準が 206万 5,000円になります。こちらのほう

は、収入換算で大体 306万 8,000円以下が対象と

なると思われております。 

  大ざっぱに言いますと、３人世帯であれば給与

収入ベースで、大体 100万円以下で７割軽減、200

万円以下で５割軽減、300 万円以下で２割軽減と

いうふうになるのではないかなと思っておりま

す。あくまでもこちらのほうは参考でありまし

て、軽減判定の所得基準は個々の世帯の所得、あ

と年金受給者がいれば年金収入、あと年齢構成等

によっても変わってきますので、一様ではないこ

とをご理解願いたいと思います。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  今のお話だけでもなかなか分かりづらい面が

あるわけですが、こういったような税率改正のと

きに、ただいまのような分かりやすい一覧表のよ

うな感じで町民の方々にぜひお示しをしていた

だいて、そうしますと一過性ではなくて、広報等

を通じてお知らせをしていただいて、こういうふ

うな制度があるというふうなこと、それから自分

がこれに該当するかどうか、そういったような確
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認の意味でも分かりやすいのではないのかなと

思いますが、そういったようなお考えが、という

ふうなことよりもやっていただきたいなと思う

んですが、いかがでしょうか。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  住民会計課長。 

 

住民会計課長（ 坂待典子君 ） 

  お答えしたいと思います。これまでも広報紙、

今年に入ってからですけど、広報紙のほうに４回

ほど国保税の税率改正に向けた情報等を掲載し

てきております。今後も、年明けからは改正後の

保険税率についてモデルケース等をお示ししな

がら、次年度に向けた準備を進めてまいりたいと

考えております。軽減制度については、町のホー

ムページ等にも載ってございますので、そちらの

ほうも周知しながら進めてまいりたいと思いま

すので、ご理解のほうをよろしくお願いいたした

いと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  ぜひそのような方向で、住民の方々に分かりや

すいようなシステムを取っていただきたいなと

いうことでございます。 

  それから、説明の中にもありましたけれども、

国保財政調整基金が枯渇するというふうなこと

で、現在も枯渇状態になっているようでございま

すが、今回総額で 3,000万程度の引上げの額にな

るのかなという説明をいただいているわけでご

ざいますが、そうしますと国保財政調整基金への

積立ての見通しは、今回の改正によってどのよう

な考え方になってくるのか、今後国保の財政調整

基金はどのような機能を果たすのかお知らせを

いただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。国保の財政調整基金の今後

の見通しということでございますが、お答えさせ

ていただきます。現在といいますか、令和５年度

末の国保の調整金でありましたが、2,470 万ほど

あったところでありました。そして、今年度の当

初予算におきまして、2,400 万ほど取崩しをいた

しましたことから、今年度末には残金が 70 万ほ

どになる見込みということになっているもので

あります。 

  今後の見込みでありますが、今回改正している

保険税の改定によりまして、財源不足を 3,000万

ほどの相当額を見込んでおりまして、その増収と

いいますか、それを今回改正いたしまして税収増

が見込まれるものであります。来年度におきまし

ては、調整基金からの繰入れは、そういう面で現
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段階では必要ないであろうと、このようにも思っ

ておるところであります。 

  したがいまして、当面財政調整基金の残高とい

いますか、これにつきましては現在の状況で推移

するのであろうと、このように思っておるところ

であります。あくまでも国保財政調整基金に関し

ての内容であります。よろしくどうぞお願いいた

します。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  国保財政調整基金への積立ても、税率改正、多

分 3,000万程度ぎりぎりの予算額ではないのかな

と思っていますので、余裕はないのではないのか

なとは考えておりますが、ただ健全な国保財政を

運営していく場合には、こういったようなところ

も非常に大事なものではないのかなという意味

で発言をさせていただいております。 

  それから、もう一つ、私が心配しているのは、

今回の改正に当たりましては、一般会計からの繰

入れは赤字とみなすというふうな考え方に立っ

ているようで、昔と変わらないような、ある程度

のペナルティーをちらつかせたような感じで、市

町村国保を締めつけしてくるなというふうに実

感をしている一人でございます。この一般会計か

らの繰入れも、ただ単に繰入れをしているのじゃ

なくて、国保の被保険者の中の方々、非常に低所

得者の方々が多いために、一般会計からの繰入れ

でしのいできた経緯があるわけでございますが、

これは町だけの考えではないかとは思いますけ

ども、こういったようなある程度の一般会計から

の繰入れが、低所得者階層が多いことによっての

繰入れについては赤字とみなすというような考

え方、町当局ではどのようなお考えをお持ちでし

ょうか、お答えいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  今回の財政調整基金からの現在の状況等であ

りますが、大変心配していただきましてのご質問

であります。まさに国保会計の安定的な財政運営

のためには、一定の財政調整基金が必要であるこ

とが望ましいと、このようにも思っておるところ

であります。 

  一方で、現在の財政の状況を鑑みますと、国保

会計独自での財政調整基金の積立ては、おっしゃ

いますように大変厳しい状況、統一化という観点

から、そういう中での統一した一つの基準で国保

の財政運営をしていくという考え方が県の方針

にもあるわけでございまして、そういう点から大

変難しい状況にあると思っておるところであり

ます。したがいまして、積立てに関する一般会計

からの繰入れというのは、現段階では困難な状況

にあると、このようにも認識しておるところであ
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ります。 

  仮に財政調整基金の積立てを行おうとすると、

今回は一般会計からの繰入れしかない状況の中

で運営していくような仕組みに現在はなってい

るものであります。 

  そういう中で、現在の国保事業の都道府県化と

いいますか、その後においては、一般会計からの

基準外繰入れは原則として、今言っているとおり

認められないということでございますので、現段

階では基本原則に沿って今回の税率改正もして

おるものでありますので、一般会計からの繰入

れ、そして財政調整基金への積立ては難しい状況

にあるということをご理解賜りたいと、このよう

に思っておりますが、今後万一やはりそういう面

での心配される事態が発生するといいますか、そ

ういう状況も財源調整の機能を有する一つのも

のでもありますので、今回の税率改正後、払拭さ

れるといいますか、解消されるものと想定してお

りますことから、今回といいますか、財政調整基

金には現段階ではその積立てをしないという、何

回も繰り返すような形になりますが、そういう状

況になっているというものであります。 

  いずれ大きく変化している、今のような状況に

大きく変化もしてきておりますので、そういう状

況に適切に合わせながら、国保財政の運営にも努

めてまいりたいと、このように考えているもので

あります。よろしくどうぞお願いいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  もう一つお伺いをさせていただきたいと思い

ますが、今回の改正は令和７年度に向けた改正と

いうふうなお話は、先ほどいただいたところでご

ざいますが、最終的に令和 11 年度に向けた応能

割 50％、応益割 50％にする対応でございますが、

そうしますと、このような子ども・子育て支援金

の分は除いて、現行のままで考えた場合には、あ

と何回ぐらいの改正が必要になってくるのか、見

込んでいるのか。一気にあと改正しようとしてい

るのか、ある一定の激変緩和のような考え方で持

っていく考えなのか、その見通しについてお伺い

をいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  今後の改正でありますが、これにつきましては

激変緩和といいますか、先ほど言いましたように

大きく見直しをしていかなければならない、賦課

方式を３方式に統一という、そういう状況を見直

していくことになりますので、そういう面では大

きく影響が出てくる部分も予想されております

ので、２回ほど、これから 11年度までにそういう

改正を進めていかなければならないと、現段階で

はそのように考えているものであります。 
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輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  ほかに。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 41 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 41号、葛巻町町

税条例の一部を改正する条例は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 41号、

葛巻町町税条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり可決されました。 

  次に、日程第５、議案第 42号、葛巻町国民健康

保険病院事業の設置等に関する条例及び葛巻町

上下水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 42 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 42号、葛巻町国

民健康保険病院事業の設置等に関する条例及び

葛巻町上下水道事業の設置等に関する条例の一

部を改正する条例は、原案のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 42号、

葛巻町国民健康保険病院事業の設置等に関する

条例及び葛巻町上下水道事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可決

されました。 

  次に、日程第６、議案第 43号、印鑑条例の一部

を改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 43 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 43号、印鑑条例

の一部を改正する条例は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 43号、
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印鑑条例の一部を改正する条例は、原案のとおり

可決されました。 

  次に、日程第７、議案第 44号、手数料条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 44 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 44号、手数料条

例の一部を改正する条例は、原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 44号、

手数料条例の一部を改正する条例は、原案のとお

り可決されました。 

  次に、日程第８、議案第 45号、葛巻町水道の布

設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 45 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 45号、葛巻町水

道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の

一部を改正する条例は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 45号、

葛巻町水道の布設工事監督者の配置基準及び資

格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関す

る条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました。 

  次に、日程第９、議案第 46号、葛巻町中小企業

及び小規模企業振興基本条例を議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。

山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  16ページでございますが、この基本条例は本町

の中小企業振興を図る上で、画期的とも言える条

例と受け止めております。そこで、２点ほどお伺

いをさせていただきます。まず１点目ですが、こ

の条例を制定するに至った経緯につきましてお

伺いをいたします。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 
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  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。このたびの条例制定の経

緯、考えにつきましてですが、まず平成 26年６月

に小規模企業振興基本法ということで国の法律

が制定されております。この法律の考え方を述べ

ますと、人口減少、高齢化、地域経済の低迷等の

経済社会構造変化の中で、小規模事業者、国、地

方公共団体、関係団体と関係者の行動を促す仕組

みとして、国として法律を制定しておるところで

す。 

  これを受けて、地方自治法においても、自治体、

中小企業者等の関係者の役割を明らかにするこ

とにより、中小企業者の振興を推進し、経済の活

性化や町民生活の向上を図るため、全国的に条例

が制定されてきているところであります。 

  参考に、岩手県におきまして、県の中小企業振

興条例も平成 27 年４月に制定されているところ

であります。それに続きまして、県内各市町村に

おいても順次制定されているという状況を把握

しております。 

  葛巻町において、国の法律の制定に先駆けて支

援事業を実施してきている状況と捉えておりま

す。そして、これまで町の商工会などと情報交換

などを行いまして、またほかの市町村の動向等を

参考にしながら、当条例を制定し、町、中小企業

者等、商工会、金融機関、町民の皆様の役割を明

確にし、関係者の理解を得ながら、総意によりな

がら、さらなる振興の充実を図りたいという考え

で今般制定をしたいと考えているものです。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。 

  ２点目でございますが、この条例によりまして

本町経済の発展と活性化、これ目的等に入ってご

ざいますが、発展と活性化、どの程度の向上を見

込んでおられるのかを伺います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  いらっしゃい葛巻推進課長。 

 

いらっしゃい葛巻推進課長（ 主濱隆志君 ） 

  お答えいたします。先ほどの答弁でも申しまし

たが、既に当町としまして様々な支援策を行って

いるところです。例えば経営品質の向上や、事業

継続への支援や、資金の円滑な供給への支援など

を行ってきておるところであります。これは、関

係者の話を聞いているところもありますが、県内

各市町村に先立っていろんな支援を行ってきて

いるというお話を認識しているところでありま

す。 

  そして、今後町の課題で後継ぎ、継業支援のさ

らなる充実、あるいは空き店舗の利活用、総合的
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に商店街の活性化ということで、関係者皆様の意

識をさらに持っていただきながら支援を高めた

いと考えておりまして、具体的な経済効果的な、

数字的な支援の見込みというのは、状況の見込み

というのはなかなか難しいところではあります

が、様々な支援策、対策をいろいろ考え、また時

代、社会情勢に見合った支援策を見直しするなど

しながら、対応してまいりたいと考えておりま

す。 

  以上です。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  山崎委員。 

 

山崎邦廣委員 

  ありがとうございます。詳細につきまして把握

することができました。 

  終わります。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  ほかに。柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  現在町内の商工業、この空洞化が進んでいる、

非常に懸念しているところでございますが、こう

いったような条例については、施策のほうが先行

してもうなっているような感じさえしている条

例ではないのかなと、このように思っておりま

す。 

  したがいまして、今回のこの基本条例でござい

ますが、基本理念が主なものでございますが、こ

ういったような意味においては、私は基本条例が

遅きに失したような感じもしております。県内で

も、先行したいろいろな対策を多分行っているの

じゃないのかなと思っておりますが、そういった

ような意味で、何かやはりよりどころがなければ

こういったような振興策が、安心した振興策が図

れないのではないのかなと。そういったような意

味では、今さら申し上げてもあまり関係がないよ

うな感じしますけれども、この基本条例が少し遅

めだったのではないのか、もっと早くても、法律

の施行状況から見まして、それから県内で他町村

で実施している基本条例等を考え合わせますと、

そのような感じがしておりますが、その辺のとこ

ろのお考えをお聞かせいただきたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。今回の基本条例を制定する

趣旨につきましては、先ほど来お話を申し上げて

おりますように、基本理念を定めることによりま

して、町あるいは中小企業業者、それから地域経

済団体であったり、あるいは金融機関、そしてま

た併せて町民の果たす役割というものを明らか

にしながら、町の経済の維持、発展及び活性化に

努めていくという趣旨なわけであります。 
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  一方で、今おっしゃいますように、町では本条

例の制定前から数々の施策で中小企業業者の経

済の活動等をしっかりと支えてきたと、このよう

にも思っているところであります。 

  先ほど課長のほうからもお話ししましたよう

に、経営品質の向上であったり、事業継承であっ

たり、あるいは資金の融資等々につきましても、

中小企業振興融資の利子あるいは補償という、そ

ういう検討等も進めてまいりました。それから、

創業をするといいますか、新たに起業する、ある

いは事業継承という形の中でも支援をしてまい

りましたし、それから雇用環境の整備というよう

なことで、これにつきましてもそれぞれの企業

等々に対しての賃金等も含めてでありますが、支

援する、あるいは町内でのやはり様々な資格者の

取得等々につきましても、他に先駆けて進めてま

いりまして、そういう中では制定が少し遅れてい

るわけでありますが、実際には内容としてそれ以

上の内容を進めてきていると、このようにも思っ

ておるところであります。 

  今後につきましても、当然のことながら地域購

買力の向上という観点の中でも、プレミアムのく

ずまき商品券の利用等々、あるいは住民の快適な

住まいづくりといいますか、環境整備、住宅の整

備等々につきましても、商工会との連携も図りな

がら、そういう支援策も進めてまいりました。い

ずれそういう対策をさらに一層進めていかなけ

ればならないと、このように思っておりますし、

この条例の制定によりまして、予算等々の確保と

いいますか、あるいは施策というものも適切にま

た進めてまいりたいと、このように思っていると

ころであります。 

  その中で、また町だけではなくて、中小企業業

者、あるいは地域経済団体、金融機関、さらには

町民に対しましても、それぞれの立場からの役割

の規定もこの中にしているものであります。関係

各位の総合的な支援体制を、今後この条例の基本

理念をしっかりと前に進めるために努力してま

いりますので、ご理解を賜りたいというふうに思

います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  柴田委員。 

 

柴田勇雄委員 

  基本条例でございますので、町は最も身近な中

小企業者の立場にあるわけでございまして、この

施策を実施する場合の根拠にもなってくるので

はないのかなと、このようにも思いますし、また

町の主体的な積極姿勢、責任が明確にもなってく

るのではないのかなというふうにも思います。さ

らに、施策実施の予算の確保の担保にもなってい

くのではないのか、そういうふうなことが言える

のじゃないのかなと、このように思います。 

  今回の基本条例を見させていただきますと、非

常に簡素で 10 条の構成になっております。私か

ら見ますと、できればもう少し町内の方々のもの

を巻き込んだ条例であってほしかったなという
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ようなことも思っているわけでございます。それ

は、教育機関の役割などが入っても、決して失礼

ではないのじゃないのかなと。今葛巻高校とか、

いろいろな役割等を果たしているわけでござい

ますので、こういったような方々からも協力して

いただくような姿勢があってしかるべきではな

いのかなと、このようにも思っておりますし、ま

た中小企業者等からの意見の反映の場があって

もよろしいのではないのかなと。 

  このような基本条例でございますので、そうい

ったようなものが、あと２つか３つぐらいプラス

になっても決して失礼ではない基本条例で、町内

全体を巻き込んだ基本条例になればさらに私は

よかったような感じがしておりますが、その考え

方についてお伺いをいたしたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  副町長。 

 

副町長（ 觸澤義美君 ） 

  お答えいたします。今回の基本条例の制定に当

たりましては、商工会とも様々な機会、あるいは

これまでも、制定までは２年ほどこういう協議も

してまいりました。そういう中での今回の制定で

あります。 

  そういう中で、総合的な支援の体制ということ

をしっかりと打ち出しているわけでありますが、

今おっしゃいますような、そういう部分につきま

しては、今後の運営においてそのような方向性の

ご意見であったり、あるいは事業者の意見という

のは、まさに運営、そしてまた政策、予算等々に

おきまして、そういう機会をしっかりとつくりな

がら、この条例に基づいた新たな活性化に向けて

取り組んでまいりたいと、このように思いますの

で、ご理解を賜りたいと思います。 

 

輝くふるさと常任委員長（ 辰柳敬一君 ） 

  ほかにありますか。 

（ 「なし」の声あり ） 

  これで質疑を終わります。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 46 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 46号、葛巻町中

小企業及び小規模企業振興基本条例は、原案のと

おり決定することに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 46号、

葛巻町中小企業及び小規模企業振興基本条例は、

原案のとおり可決されました。 

  次に、日程第 10、議案第 47 号、国家賠償請求

に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を定め

ることについてを議題とします。 

  これから質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（ 「なし」の声あり ） 
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  質疑を終了いたします。 

  お諮りします。討論は本会議で行うこととし、

採決に入りたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（ 「異議なし」の声あり ） 

  異議なしと認めます。 

  これから議案第 47 号を採決します。この採決

は起立によって行います。議案第 47号、国家賠償

請求に係る和解及びこれに伴う損害賠償の額を

定めることについては、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方は起立願います。 

（ 賛成者起立 ） 

  起立全員であります。したがって、議案第 47号、

国家賠償請求に係る和解及びこれに伴う損害賠

償の額を定めることについては、原案のとおり可

決されました。 

  以上で本日の審査日程は全て終了し、本委員会

に付託された事件は全部終了しました。 

  明日 10 日は午前 10 時から開会いたしますの

で、本会議場にご参集ください。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  輝くふるさと常任委員会を閉会します。お疲れ

さまでした。 

 

（ 閉会時刻 １１時１０分 ） 

 

  

 

 

 

 


